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第４０回広島大学経営協議会議事要録 

 

日 時  平成２５年３月２１日（木） １３時１０分～１４時１６分 

 

場 所  広島大学学士会館（２階「レセプションホール」） 

 

出席者  学外委員：有本，大南，小笠原，川本，北島，佃の各委員 

     学内委員：浅原，坂越，上，土屋，岡本，平野の各委員 

 

列席者  川崎副学長，富永副学長，平川副学長，西口監事，間田監事，竹内学長補佐，相田学長補佐， 

坂下学長特命補佐，三嶋学長特命補佐，飛田副理事，松浦副理事，野呂瀬副理事， 

高谷副理事，安井副理事，相原副理事，渡邊副理事，森副理事，加藤副理事，高橋副理事， 

坂田副理事，三井副理事，甲斐副図書館長，河村学長支援グループリーダー， 

寺本法学部長，宜名眞経済学部長，吉栖医学部長，菅井歯学部長，杉山薬学部長（代理）， 

吉田総合科学研究科長，勝部文学研究科長，棚橋教育学研究科長（代理）， 

西村社会科学研究科長，出口理学研究科長，高畠先端物質科学研究科長，吉田工学研究院長， 

谷口生物圏科学研究科長，小林医歯薬保健学研究院長，梯医歯薬保健学研究院副研究院長， 

藤原国際協力研究科長，木下法務研究科長，神谷原爆放射線医科学研究所長， 

高萩評価委員会委員長 

 

 

 

（開会） 

  浅原学長から，開会に当たり挨拶及び委員の紹介があった。 

 

（議事１） 

● 平成２５年度年度計画について 

（浅原学長提案・説明，別紙１） 

◇ 平成25年度年度計画については，中期計画に基づく平成25年度の業務運営に関する計画として，

今年度末までに文部科学大臣に届け出ることとなっており，平成 24年度年度計画の進捗状況を踏ま

え，平成 25年度年度計画案を作成した。 

なお，「Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置」から「Ⅴ 

その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置」及び別表（学部の学科，研究科

の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数）のうち，経営に関する事項以外に

ついては，教育研究評議会において既に審議済みである。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 

 

 

（議事２） 

● 平成２５年度当初予算について 

（浅原学長提案，平野理事（財務・総務担当）説明，別紙２） 

◇ 平成 25年度当初予算については，「平成 25年度予算編成の基本方針」（第 38回経営協議会（平成

24年 11月 15日開催）承認）に沿った「平成 25年度予算編成方針」（第 173回役員会（平成 25年 2

月 12日開催）承認）に基づき作成した。平成 25年度においては，大学改革促進係数の運用による

予算の削減がなされているとともに，給与改定臨時特例法に準ずる給与削減相当額が減額されてお

り，引き続き厳しい状況である。管理的経費を中心とした徹底的な削減などの対応を行う一方で，

引き続き，教育研究に必要な基盤的経費を確保しつつ，学内の共通財源を特別事業経費に集約し，

弾力的・機動的に充当できる予算を確保した。これにより，限られた財源を有効に活用し，第二期

中期目標・中期計画の確実な実施を図ることとする。 
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平成 25年度の予算総額は，運営費交付金，自己収入に施設整備費補助金等を加えた 826.6億円と

なる。平成 24年度補正後予算総額と比べて 47.3億円の増である。 

予算編成の主なポイントとして，①大学改革促進係数の運用による運営費交付金削減（△2.33億

円）への対応，②基盤的経費（学士課程基盤教育費，教育研究基盤経費）の確保，③基盤的経費を

除く物件費の削減（対前年度△5.0%），④共通人件費の削減（平成 24年度補正後予算額を基礎とし

て△1.0%），⑤授業料免除枠の拡大（学部・修士課程：8.3%→9.3%），⑥特別事業経費への予算集約

による重点事業（学長のリーダーシップによる事業実施及び全学的な教育研究環境整備事業等）へ

の充当（13.2 億円），⑦文部科学省特別経費（プロジェクト分，共同利用・共同実施分等）を活用

した特色ある事業の展開（12.18億円），⑧外部資金（受託研究・共同研究・受託事業，寄附金，補

助金等）の積極的な獲得（113.47 億円），⑨病院収入の増収を図り，地域の拠点病院としての機能

を強化（267.65億円，対前年度 2.41億円の増収見込）がある。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 

 

 

（議事３） 

● 長期借入金償還計画等について 

（浅原学長提案，平野理事（財務・総務担当）説明，別紙３） 

◇ 法人化以前に，財政投融資資金を財源とする国の予算で整備した病院の建物，設備に関する借入

金残高は，平成 16年 4月に各国立大学法人に承継され「国立大学財務・経営センター債務負担金」

として償還していく必要があり，また，法人化後に借入れたもの及び新規に借り入れるものを含め

て，文部科学大臣へ償還計画を提出するとともに，借入金認可申請を行い，認可を受けて借入れ及

び償還していく必要がある。 

  長期借入金償還計画は，国立大学法人法第 34条の規定に基づき，毎年文部科学省へ提出が必要な

ものであり，借入時の条件により平成 25年度以降の償還計画を整理したものである。 

平成 24年度末の債務総額は元金が約 201億円であり，平成 25年度の償還は，元金約 12億 3千万

円，利息約 3億 9千万円の計約 16億円となり，平成 25年度当初予算（案）において，診療経費で

計上している。 

また，平成 25 年度概算要求において要求していた「診療棟」（3,579,615 千円）及び「医療支援

センター改修」（1,430,730 千円）が認められたことにより，平成 25 年度に借り入れる予定の長期

借入金認可申請を文部科学省へ行う。平成 25 年度の新規借入上限額は約 50 億円となり，今後 25

年間で利息を含め約 64億 6千万円を償還する。なお，借入は平成 25年 7月及び平成 25年度末を予

定している。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 

 

  なお，次の事項について質疑応答が行われた。 

 

・ 診療棟の整備による病院収入増の見込みについて 

 

 

（議事４） 

● 職員宿舎の将来計画に関する基本方針について 

（浅原学長提案・平野理事（財務・総務担当）説明，別紙４） 

◇ 「広島大学の機能強化に向けた行動計画2012」及び政策評価・独立行政法人評価委員会による「平

成23年度における国立大学法人及び大学共同利用機関法人の業務の実績に関する評価の結果について

の意見について」を踏まえ，保有資産の有効活用及び見直しの観点から，本学の職員宿舎の将来計画

に関する基本方針を策定するものである。 

  職員宿舎は，事務・事業を円滑に実施する上で真に必要なものに限定し，主として福利厚生（生活

支援）の目的で使用しないこととする。また，原則として新築及び建替は行わず，建築後40年を経過
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したものについては計画的に廃止することとする。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 

 

  なお，次の事項について質疑応答が行われた。 

 

  ・ 既存の職員宿舎の活用策について 

 

 

（議事５） 

● 就業規則の改正について 

（浅原学長提案，平野理事（財務・総務担当）説明，別紙５） 

◇ 就業規則及び関連規則の主な改正点（平成25年4月1日施行分）は，①労働契約法の改正への対応，

②高年齢者雇用安定法の改正への対応，③若年・中堅層に対する昇給抑制分の号俸調整，④諸手当の

見直し，⑤育児部分休業の拡大，である。 

  なお，給与の支給減額措置への対応（支給減額期間における緩和措置）については，当分の間継続

する。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，各事業場の過半数代表者からの意

見書を付して役員会へ付議することとした。 

 

  なお，次の事項について質疑応答が行われた。 

 

  ・ 職員の任期の取扱いについて 

  ・ 科学研究費補助金の採択率向上のための体制整備について 

 

 

（議事６） 

● 平成２４年度における外部資金獲得者等に対するインセンティブの付与について 

（浅原学長提案，平野理事（財務・総務担当）説明，別紙６） 

◇ 間接経費が措置される外部資金の獲得により，大学運営における財務上の貢献が特に顕著であった

と認める者等について，その獲得に対する処遇を行うことにより，本学の研究活動の一層の活性化を

図るとともに，優秀な人材の確保に資することとする。 

これに伴い，「平成24年度における外部資金獲得者に対するインセンティブ付与の措置要項」を制

定し，外部資金の獲得額に応じて報奨金を支給又は研究費を配分することとする。なお，各事業場の

過半数代表からの意見聴取を行い，意見書が提出されている。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 

 

  なお，次の事項について質疑応答が行われた。 

 

  ・ インセンティブ付与のあり方について 

 

 

（議事７） 

● 平成２４年度における広島大学病院診療貢献手当の措置について 

（浅原学長提案，平野理事（財務・総務担当）説明，別紙７） 

◇ 広島大学病院において，診療業務における貢献が著しい医師及び歯科医師等並びに診療活動への貢

献が著しい看護職員の処遇改善を図ること等のため，貢献手当を支給したい旨，病院長から申入れが

あった。 
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検討した結果，「平成24年度における広島大学病院診療従事者に対する診療貢献手当に関する措置

要項」及び「平成24年度における広島大学病院看護職員に対する診療貢献手当に関する措置要項」を

制定し，手当を支給することとする。 

なお，東広島地区及び霞地区各事業場の過半数代表からの意見聴取を行い，意見書が提出されてい

る。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会へ付議することとした。 

 

  なお，次の事項について質疑応答が行われた。 

 

  ・ 支給額の算定基準のあり方について 

  ・ 手当の支給に関する大学の説明責任について 

 

 

（議事８） 

● 役員の退職手当に係る業績の勘案について 

（浅原学長提案・説明，別紙８） 

◇ 役員が職員となることに伴う退職手当については，この度の役員退任に伴う退職手当は支給しな

いが，将来職員を退職する際の退職手当支給に当たり，役員在職期間における業績の勘案を行う必

要がある規定になっている。  

平成 25年 3月 31日限りで役員を退任する理事 1名の退職手当に係る役員の在職期間に対する業

績勘案率は，それぞれ基本の「100/100」とする。 

 

以上の提案・説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

 

（報告１） 

● 経営協議会学外委員からの指摘事項への対応について 

（浅原学長報告，資料１） 

◇ 広島大学経営協議会（第 11 回～第 39 回）において学外委員から指摘のあった事項に対する本学

の対応状況について，資料により報告があった。 

 

  なお，次の事項について質疑応答が行われた。 

 

  ・ TOEIC の卒業要件化について 

 

以 上 


